
行政に対する救済
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司法による行政プロセスへのコントロール

現代型行政訴訟を含めた
多様な行政紛争への対応

「原告適格」概念の拡大

執行停止原則の採用

団体訴権の導入

訴訟費用
―弁護士報酬の敗訴者
負担原則の例外―

例）ジュース裁判
「現実の利益」

購入者（一般消費者
の利益）

一般消費者の利益に
対する侵害

訴訟当事者の力の
格差の存在

道路の建設等を暫定
的にストップさせる

国民・住民による行政プロセスへの
コントロールを可能にする方法

新幹線建設の必要性
を問いたい

「処分性」概念の
緩和（行政計画等）
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